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１．感染症や災害への対応力強化

① 感染症対策の強化
② 業務継続に向けた取組の強化
③ 災害への地域と連携した対応の強化
④ 通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応

改定事項
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○ 介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務
づける。その際、３年の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】

・ 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練（シミュレーション）
の実施

・ その他のサービス（訪問系サービス、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護
支援、居住系サービス）について、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等

概要

１．① 感染症対策の強化

【全サービス★】
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○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、
全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）
の実施等を義務づける。その際、３年間の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】

概要

１．② 業務継続に向けた取組の強化

（参考）介護施設・事業所における業務継続計画（BCP）ガイドラインについて

【全サービス★】
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○ 災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策（計画策定、関係機関と
の連携体制の確保、避難等訓練の実施等）が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護
等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととす
る。【省令改正】

概要

１．③ 災害への地域と連携した対応の強化

【通所系サービス★、短期入所系サービス★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、施設系サービス】

4



２．地域包括ケアシステムの推進

（１） 認知症への対応力向上に向けた取組の推進
（２） 看取りへの対応の充実
（３） 医療と介護の連携の推進
（４） 在宅サービスの機能と連携の強化
（５） 介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化
（６） ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
（７） 地域の特性に応じたサービスの確保

改定事項
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① 認知症専門ケア加算等の見直し

② 認知症に係る取組の情報公表の推進

③ 多機能系サービスにおける認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設

④ 認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

改定事項

２．（１）認知症への対応力向上に向けた取組の推進
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○ 認知症専門ケア加算等について、各介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、以下の見直しを行う。
ア 訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、他のサービス

と同様に、認知症専門ケア加算を新たに創設する。【告示改正】
イ 認知症専門ケア加算（通所介護、地域密着型通所介護においては認知症加算）の算定の要件の一つである、認

知症ケアに関する専門研修（※１）を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師（※
２）を、加算の配置要件の対象に加える。【通知改正】

なお、 上記の専門研修については、質を確保しつつ、ｅラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位／日（新設）※

認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位／日（新設）※
※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護（Ⅱ）については、認知症専門ケア加算（Ⅰ）90単位／月、認知症専門ケア加算（Ⅱ）120単位／月

単位数

＜認知症専門ケア加算（Ⅰ）＞（※既往要件と同）
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上
・ 認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は１名以上、

20名以上の場合は１に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、専
門的な認知症ケアを実施

・ 当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
＜認知症専門ケア加算（Ⅱ）＞（※既往要件と同）
・ 認知症専門ケア加算（Ⅰ）の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を１名以上配置し、事業所

全体の認知症ケアの指導等を実施
・ 介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定

算定要件等

２．（１）① 認知症専門ケア加算等の見直し

※１ 認知症ケアに関する専門研修
認知症専門ケア加算（Ⅰ）:認知症介護実践リーダー研修
認知症専門ケア加算（Ⅱ）:認知症介護指導者養成研修
認知症加算:認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修

、認知症介護実践者研修

※２ 認知症ケアに関する専門性の高い看護師
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」

アについては、以下のとおり。
イについては、単位数の変更はなし。

アについては、以下のとおり。
イについては、概要欄のとおり。

【ア：訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★ イ：ア及び、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護★、短期入所療養介
護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人
保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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○ 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービ
ス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介
護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。【通知改正】

具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」（平18老振発0331007）別添１につい
て以下の改正を行う。

概要

２．（１）② 認知症に係る取組の情報公表の推進

別添１：基本情報調査票（下の表は、夜間対応型訪問介護の例）
（枝番）

３．事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況

事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況

実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組

アセッサー（評価者）の人数 人

人 人 人 人

外部評価（介護プロフェッショナルキャリア段位制度）の実施状況 ［ ］ 0. なし・　1. あり

（その内容）

（20XX年XX月XX日現在）

計画年度 年度 記入年月日

事業所名： 事業所番号：

基本情報調査票：夜間対応型訪問介護

記入者名 所属・職名

レベル２② レベル３ レベル４
段位取得者の人数

レベル２①

【見直し】
認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、

認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、
受講人数を入力させる

【現行】

【全サービス（介護サービス情報公表制度の対象とならない居宅療養管理指導を除く）★】
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○ 認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護
に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、
医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること
を義務づける。【省令改正】

その際、３年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても１年の猶予期間を設け
ることとする。

概要

２．（１）④ 認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

【認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修】 【認知症介護基礎研修】

【目標】

介護に携わる全ての職員の
受講

新任の介護職員等が認知症
介護に最低限必要な知識、
技能を修得指導者

研修

実践リーダー

研修

実践者研修

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

認
知
症
介
護
実
践
研
修

研修の目的 受講要件

・社会福祉士、介護福祉士等の資格を有する者又は
これに準ずる者
・認知症介護実践者研修を修了した者又はそれと
同等の能力を有すると都道府県等が認めた者
・地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれて
いる者
等のいずれの要件も満たす者

・概ね５年以上の実務経験があり、チー
ムのリーダーになることが予定され、実践
者研修を修了して１年以上経過した者

・原則、身体介護に関する知
識、技術を修得しており、概ね
実務経験２年程度の者

・認知症介護実践研修の企画立案、
介護の質の改善について指導でき
る者を養成

・事業所内のケアチームに
おけるリーダーを養成

・認知症介護の理念、
知識及び技術を修得

（参考）介護従事者等の認知症対応力向上の促進

【全サービス（無資格者がいない訪問系サービス（訪問入浴介護を除く）、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く）★】
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① 訪問介護における通院等乗降介助の見直し

② 訪問入浴介護の報酬の見直し

③ 退院当日の訪問看護

④ 看護体制強化加算の見直し

⑤ 緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実

⑥ 通所介護における地域等との連携の強化

⑦ 退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進

改定事項

２．（４）在宅サービスの機能と連携の強化
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○ 通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目的地が複数ある
場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービ
ス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一
の事業所が行うことを条件に、算定可能とする。【通知改正】

この場合、通所系サービス・短期入所系サービス事業所は送迎を行わないことから、通所系サービスについて
は利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系サービスについては、利用者に対
して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。

概要

通院等乗降介助 ※今回改定後の単位数
単位数

算定要件等

２．（４）① 訪問介護における通院等乗降介助の見直し

通所系・短期入所系事業所

Ａ病院等 Ｂ病院等

自宅 自宅 自宅

Ａ病院等 Ｂ病院等

自宅 自宅

病院間の算定を可能にす
ることで、効率的な移動

が可能となる。

③

②

①

※①又は③の算定がある場合のみ、
②の算定を可能とする。

病院等

自宅

送迎

①

②

※②の算定がある場合のみ、
①の算定を可能とする。

パ

タ
␗

ン

１

パ

タ
␗

ン

２

現行 見直しイメージ

デイ等・病院間の
算定を可能にすることで、
効率的な移動が可能となる。

送迎

自宅 自宅 自宅 自宅

病院等

送迎

・
車
両
へ
の
乗
降
介
助
等
が
介
護
保
険
の
対
象

・
移
送
に
係
る
運
賃
は
介
護
保
険
の
対
象
外

通所系・短期入所系事業所

99単位／片道

【訪問介護、通所系サービス★、短期入所系サービス★】
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① 個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し

改定事項

２．（５）介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化
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〇 個室ユニット型施設において、ケアの質を維持しつつ、人材確保や職員定着を目指し、ユニットケアを推進す
る観点から、１ユニットの定員を、夜間及び深夜を含めた介護・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置す
るよう努めることを求めつつ、現行の「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超
えないもの」とする。【省令改正】

概要

２．（５）① 個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し①

〇 個室ユニット型施設における１ユニットの定員について、以下のとおり見直しを行う。
＜現行＞ ＜改定後＞

おおむね10人以下としなければならない。 ⇒ ・原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないも
のとする。

・当分の間、現行の入居定員を超えるユニットを整備す
る場合は、ユニット型施設における夜間及び深夜を含
めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職
員を配置するよう努めるものとする。

基準

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、
短期入所生活介護★、短期入所療養介護★】
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〇 ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置す
ることを禁止する。【省令改正、告示改正】

概要

２．（５）① 個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し②

○ 個室ユニット型施設における居室の基準（省令）について、以下のとおり見直しを行う。

＜現行＞ ＜改定後＞
ユニットに属さない居室を改修したものについては、 廃止

入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室 ⇒
を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じて
いても差し支えない。

○ 算定告示の見直し（ユニット型介護福祉施設における介護福祉施設サービス費の例）
〇ユニット型介護福祉施設サービス費

・ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅰ） ⇒ ・ユニット型介護福祉施設サービス費

・ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅱ） ⇒ ・経過的ユニット型介護福祉施設サービス費

〇ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費 ⇒ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
・ユニット型経過的小規模介護福祉施設 ⇒ ・経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費

サービス費（Ⅰ） （Ⅰ）

・ユニット型経過的小規模介護福祉施設 ⇒ ・経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
サービス費（Ⅱ） （Ⅱ）

基準等

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、
短期入所生活介護★、短期入所療養介護★】
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① 離島や中山間地域等におけるサービスの充実

② 地域の特性に応じた認知症グループホームの確保

③ 過疎地域等におけるサービス提供の確保

④ 地域の特性に応じた小規模多機能型居宅介護の確保

⑤ 特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保

改定事項

２．（７）地域の特性に応じたサービスの確保
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○ 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和２年の地方
分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象
地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。【告示改正】

概要

２．（７）⑤ 特例居宅介護サービス費による
地域の実情に応じたサービス提供の確保

○サービス確保が困難な離島等の特例
指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これ

らのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で
あって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

○中山間地域等に対する報酬における評価
訪問系・多機能系・通所系サービスについて、中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対

してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価

単位数 要件

① 特別地域加算 15／100
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥
豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由により
サービスの確保が著しく困難な地域

② 中山間地域等の小規模
事業所加算 10／100

厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ②辺地 ③半島振興対策実施地域 ④特定農山村 ⑤過
疎地域

③ 中山間地域等に居住す
る者へのサービス提供
加算

５ ／100
厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を
越えて、サービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ④辺地 ⑤振興
山村 ⑥小笠原諸島 ⑦半島振興対策実施地域 ⑧特定農山村地域 ⑨過疎地域 ⑩沖縄の離島

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、居宅療養管理指導★、通所介護、地域密着
型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能
型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、福祉用具貸与★、
居宅介護支援、介護予防支援】
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３．自立支援・重度化防止の取組の推進

（１） リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化
（２） 介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進
（３） 寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進

改定事項
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① リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
② リハビリテーションマネジメント加算の見直し
③ リハビリテーションマネジメント等の見直し
④ 退院・退所直後のリハビリテーションの充実
⑤ 社会参加支援加算の見直し
⑥ 生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し
⑦ リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し
⑧ 生活機能向上連携加算の見直し
⑨ 通所介護における個別機能訓練加算の見直し
⑩ 通所介護等の入浴介助加算の見直し
⑪ 通所リハビリテーションの入浴介助加算の見直し
⑫ 介護付きホームにおける個別機能訓練加算の見直し
⑬ 特別養護老人ホームにおける個別機能訓練加算の見直し
⑭ 施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化
⑮ 施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実
⑯ 多職種連携における管理栄養士の関与の強化
⑰ 通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実
⑱ 通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実
⑲ 認知症グループホームにおける栄養改善の推進

改定事項

３．（１）リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化
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○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進め
る観点から見直しを行う。【通知改正】

概要

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、
リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書（リハビリテーション計画書、栄養ケア計画
書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録）について、重複する記載項目を整理するとともに、それ
ぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

算定要件等

３．（１）① リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

【訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護
★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉
施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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○ 業務効率化の観点から、リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の項目の共通化を行うとともに、リ
ハビリテーション計画書の固有の項目について、整理簡素化を図る。

概要

○ リハビリテーション計画書及び個別機能訓練計画書の様式を見直す。
算定要件等

３．（１）⑦ リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し

共通部分 共通部分
（項目例） 本人・家族の希望 （項目例） 本人・家族の希望

原因疾患 原因疾患
合併疾患 合併疾患
基本動作 基本動作

ADL/IADL ADL/IADL
社会参加の状況 社会参加の状況
リハビリの目標 リハビリの目標
サービス内容 サービス内容

固有部分
（項目例） 将来の見込み

サービス提供中の具
体的対応

社会参加支援評価

リハビリテーション計画書 個別機能訓練計画書

様
式
の
共
通
化

整
理

＜見直しのイメージ＞

【訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★】

20



○ 生活機能向上連携加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的である外部のリハビリ
テーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護の推進を図る観点から、以
下の見直し及び対応を行う。

ア 通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、施設サービスにおける生活機能向上
連携加算について、訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリ
テーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した
場合について評価する区分を新たに設ける。【告示改正】

イ 訪問系サービス、多機能系サービスにおける生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、サービス
提供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカ
ンファレンスを行う要件に関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によ
るカンファレンスが効果的であることや、業務効率化の観点から、同カンファレンスについては
利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサービ
ス提供責任者及びリハビリテーション専門職等によるカンファレンスでも差し支えないことを明
確化する。【通知改正】

※ 外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算
の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するな
どの取組を進める。

概要

３．（１）⑧ 生活機能向上連携加算の見直し①
【ア：通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、短期入所生活介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、
認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、イ：訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規
模多機能型居宅介護★】

21



３．（１）⑧ 生活機能向上連携加算の見直し②

＜生活機能向上連携加算（Ⅰ）＞（新設）
○ 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設

（病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに
限る。）の理学療法士等や医師からの助言（アセスメント・カンファレンス）を受けることができる体制を構築し、
助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。

○ 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利
用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。

＜生活機能向上連携加算（Ⅱ）＞（現行と同じ）
○ 訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合又は、

リハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心と
した半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問
して行う場合に算定。

算定要件等（ア）

＜現行＞ ＜改定後＞
⇒ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）100単位／月 （新設）（※3月に1回を限度）

生活機能向上連携加算 200単位／月 生活機能向上連携加算（Ⅱ）200単位／月（現行と同じ）
※（Ⅰ）と（Ⅱ）の併算定は不可。

単位数（ア）
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① CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進

② リハビリテーションマネジメント加算の見直し （※（１）②再掲）

③ リハビリテーションマネジメント等の見直し （※（１）③再掲）

④ ADL維持等加算の見直し

⑤ 介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の充実

改定事項

３．（２）介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進
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○ 介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から、以下の見直
しを行う。
ア 施設系サービス、通所系サービス、居住系サービス、多機能系サービスについて、CHASEの収集項目の各領

域（総論（ADL）、栄養、口腔・嚥下、認知症）について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに
提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証し、利用者のケアプラン
や計画への反映、事業所単位でのPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する加算を創設する。

その際、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目
を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設定する。【告示改正】
※ 提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目を設定。

イ CHASEの収集項目に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくPDCAサイクルの
取組に加えて、データ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上を図る
ことを評価・推進する。【告示改正】
※ 認知症対応型通所介護について記載。このほか、通所介護や特別養護老人ホーム等の個別機能訓練加算に
おける新たな区分の創設や、リハビリ、栄養関係の加算における要件化を実施。

ウ 介護関連データの収集・活用及びPDCAサイクルによる科学的介護を推進していく観点から、全てのサービス
（居宅介護支援を除く）について、 CHASE・VISITを活用した計画の作成や事業所単位でのPDCAサイクルの推進、
ケアの質の向上の取組を推奨する。居宅介護支援については、各利用者のデータ及びフィードバック情報のケ
アマネジメントへの活用を推奨する。【省令改正】

概要

３．（２）① CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進①

【全サービス★】

※ 令和３年度から、CHASE・VISITを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、以下の統一した
名称を用いる予定。
科学的介護情報システム （Long-term care Information system For Evidence；LIFE ライフ）
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３．（２）① CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進②

ア ＜現行＞ ＜改定後＞
・施設系サービス

なし ⇒ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位／月（新設）
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位／月（新設）

（※介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は50単位/月）
・通所系・居住系・多機能系サービス

なし ⇒ 科学的介護推進体制加算 40単位（新設）

イ ＜現行＞ ＜改定後＞
・認知症対応型通所介護

個別機能訓練加算 27単位／日 ⇒ 個別機能訓練加算（Ⅰ） 27単位／日（現行と同じ）
個別機能訓練加算（Ⅱ） 20単位／月（新設）
※（Ⅰ）・（Ⅱ）は併算定可。

単位数（ア・イ）

ア＜科学的介護推進体制加算＞
○ 加算の対象は以下とする。

○ 以下のいずれの要件も満たすことを求める。
・ 入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る

基本的な情報（科学的介護推進体制加算（Ⅱ）では、加えて疾病の状況や服薬情報等の情報）を、厚生労働省
に提出していること。
※介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設については服薬情報の提出を求めない。

・ 必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切か
つ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

イ＜個別機能訓練加算(Ⅱ)（認知症対応型通所介護）＞
○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提

出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し
た場合。

算定要件等（ア・イ）

施設系サービス 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

通所系・居住系・
多機能系サービス

通所介護、通所リハビリテーション（※）、認知症対応型通所介護（※）、地域密着型通所介護、
特定施設入居者生活介護（※）、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護（※）、
小規模多機能型居宅介護（※）、看護小規模多機能型居宅介護 ※予防サービスを含む
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＜運営基準（省令）＞
○ サービス毎に、以下を規定。（訪問介護の例）

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等
関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施しなければならない。

基準（ウ）

３．（２）① CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進③

【全体像】
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４．介護人材の確保・介護現場の革新

（１） 介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進
（２） テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進
（３） 文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進

改定事項
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① 処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

② 介護職員等特定処遇改善加算の見直し

③ サービス提供体制強化加算の見直し

④ 特定事業所加算の見直し

⑤ 介護付きホームの入居継続支援加算の見直し

⑥ 人員配置基準における両立支援への配慮

⑦ ハラスメント対策の強化

改定事項

４．（１）介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進
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○ 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、介
護事業者による職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点から、以下の見直しを行う。

・ 職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進
されるように見直しを行うこと。【通知改正】
ｰ 職員の新規採用や定着促進に資する取組
ｰ 職員のキャリアアップに資する取組
ｰ 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
ｰ 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
ｰ 生産性の向上につながる取組
ｰ 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

・ 職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。【告示改正】

概要

４．（１）① 処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリ
テーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活
介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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○ 介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図
りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用し
やすい仕組みとする観点から、以下の見直しを行う。【告示改正】
・ 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「２分の１を上回ら

ないこと」とするルールは維持した上で、
・ 「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて、

「より高くすること」とする。

概要

４．（１）② 介護職員等特定処遇改善加算の見直し

平均賃上げ額が

Ａ ＞ Ｂ
１ ： 0.5以下

改定後

B
他の

介護職員

A

C
その他の

職種

経
験
・技
能
の

あ
る
介
護
職
員

平均賃上げ額が

２以上 ： １ ： 0.5以下

B
他の

介護職員

A

現行

C
その他の

職種

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリ
テーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活
介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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○ サービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、見
直しを行う。【告示改正】

概要

単位数・算定要件等

４．（１）③ サービス提供体制強化加算の見直し

（注１）表中、複数の単位が設定されているものについては、いずれか１つのみを算定することができる。
（注２）介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める７年（一部３年）

以上勤続職員の割合」である。

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対
応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、
地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介
護医療院】

資格・勤続年数要件

単位数
加算Ⅰ（新たな最上位区分） 加算Ⅱ（改正前の加算Ⅰイ相当） 加算Ⅲ（改正前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、加算Ⅲ相当）

訪問入浴介護
夜間対応型訪問介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士60%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上

介護福祉士40%以上又は介護福祉士、実務者研
修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士30%以上又は介護福祉士、実務者研修

修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
② 勤続7年以上の者が30%以上

（訪問入浴） （夜間訪問）
Ⅰ 44単位/回 Ⅰ 22単位/回
Ⅱ 36単位/回 Ⅱ 18単位/回
Ⅲ 12単位/回 Ⅲ 6単位/回

訪問看護
療養通所介護

― ―
（イ） 勤続7年以上の者が30%以上
（ロ） 勤続3年以上の者が30%以上 （訪看・訪リハ） （療養通所）

（イ）6単位/回 （イ）48単位/月
（ロ）3単位/回 （ロ）24単位/月

訪問リハビリテーション ― ―
（イ） 勤続7年以上の者が1人以上
（ロ） 勤続3年以上の者が1人以上

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士60%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上

介護福祉士40%以上又は介護福祉士、実務者研
修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士30%以上又は介護福祉士、実務者研修

修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
② 常勤職員60%以上
③ 勤続7年以上の者が30%以上

Ⅰ 750単位/月
Ⅱ 640単位/月
Ⅲ 350単位/月

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上

介護福祉士50%以上

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士40%以上
②常勤職員60%以上
③勤続7年以上の者が30%以上

Ⅰ 750単位/月
Ⅱ 640単位/月
Ⅲ 350単位/月

通所介護、通所リハビリテーション
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上

介護福祉士50%以上
以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士40%以上
② 勤続7年以上30%以上

（予防通リハ以外）
Ⅰ 22単位/回（日）
Ⅱ 18単位/回（日）
Ⅲ 6単位/回（日）

（予防通リハ）
Ⅰ 176単位/月
Ⅱ 144単位/月
Ⅲ 48単位/月

特定施設入居者生活介護※
地域密着型特定施設入居者生活介護※
認知症対応型共同生活介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上
※印のサービスは、上記に加え、サービスの質の

向上に資する取組を実施していること。

介護福祉士60%以上

以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
③ 勤続7年以上30%以上

短期入所生活介護、短期入所療養介護
介護老人福祉施設※
地域密着型介護老人福祉施設※
介護老人保健施設※、介護医療院※
介護療養型医療施設※

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士80%以上
②勤続10年以上介護福祉士35％以上
※印のサービスは、上記に加え、サービスの質の

向上に資する取組を実施していること。

介護福祉士60%以上

以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
③ 勤続7年以上30%以上
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○ 介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図
る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。【通知改正】
・ 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、

介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
・ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30

時間以上の勤務で常勤換算での計算上も１（常勤）と扱うことを認める。
・ 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等

を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすこと
を認める。

この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休
業や育児・介護休業等を取得した場合、当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。

概要

４．（１）⑥ 人員配置基準における両立支援への配慮

【全サービス★】

（参考） 医療従事者の
負担軽減・人材確保について
（平成28年度診療報酬改定）
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○ 介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、男女雇用
機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求めることと
する。【省令改正】

概要

４．（１）⑦ ハラスメント対策の強化

基準

○ 運営基準（省令）において、以下を規定（※訪問介護の例）
「指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又
は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環
境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。」

※併せて、留意事項通知において、カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じることも推奨する。

（参考）ハラスメント対策に関する事業主への義務付けの状況

・ 職場におけるセクシュアルハラスメントについては男女雇用機会均等法において、職場におけるパワーハラスメントについては労働施策総合
推進法において、事業主に対して、事業主の方針等の明確化や相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることを義務付けている。（パワー
ハラスメントの義務付けについて、大企業は令和２年６月1日、中小企業は令和４年４月１日から施行（それまでは努力義務））

・ 職場関係者以外のサービス利用者等からのハラスメントに関しては、
① セクシュアルハラスメントについては、指針において、男女雇用機会均等法（昭和47年法律第113号）において事業主に対して義務付けて

いる雇用管理上の措置義務の対象に含まれることが明確化された（令和２年６月１日より）。
② パワーハラスメントについては、法律による事業主の雇用管理上の措置義務の対象ではないものの、指針において、事業主が雇用管理上行

うことが「望ましい取組」のとして防止対策を記載している（令和２年６月１日より）。
※職場におけるセクシュアルハラスメント

＝ 職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの又は当該性的な言動により労働者の
就業環境が害されるもの。

※職場におけるパワーハラスメント
＝ 職場において行われるⅰ優越的な関係を背景とした言動であって、ⅱ業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、ⅲ労働者の就業環境が害される

ものであり、ⅰからⅲまでの要素を全て満たすもの。

【全サービス★】
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① 見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算等の見直し

② 見守り機器を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和

③ テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進

④ 会議や多職種連携におけるICTの活用

⑤ 薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価

⑥ 療養通所介護の利用者の状態確認におけるICTの活用

⑦ 人員配置要件の明確化

⑧ オペレーターの配置基準等の緩和

⑨ 認知症グループホームの夜勤職員体制の見直し

⑩ 管理者交代時の研修の修了猶予措置

⑪ 介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し

⑫ 看護職員の配置基準の見直し

⑬ 管理者の配置基準の緩和

⑭ 外部評価に係る運営推進会議の活用

⑮ 計画作成担当者の配置基準の緩和

改定事項

４．（２）テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた
業務効率化・業務負担軽減の推進
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○ 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の夜勤職員配置加算について、令和２年度に実施した介護ロボットの導入効果に
関する実証結果を踏まえつつ、職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮して、見守り機器やインカム等のICTを導入
する場合の更なる評価を行う。【告示改正】

概要

○ 変更なし
※ 指定介護老人福祉施設における夜勤職員配置加算

単位数

○ 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護における夜勤職員配置加算の人員配置要件について、以下のとおり見直しを行う。
① 現行の0.9人配置要件の見守り機器の導入割合の要件を緩和する。（現行15％を10％とする。）
② 新たに0.6人配置要件を新設する。

○ ②の0.6人配置要件については、見守り機器やICT導入後、右記
の要件を少なくとも３か月以上試行し、現場職員の意見が適切に
反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の
職員が参画する委員会（具体的要件①）において、安全体制や
ケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した
上で届け出るものとする。

算定要件等

４．（２）① 見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し

（Ⅰ）イ ２２単位／日 （Ⅰ）ロ １３単位／日 （Ⅱ）イ ２７単位／日 （Ⅱ）ロ １８単位／日
従来型

（入所定員３０人以上５０人以下）
従来型

（定員５１人以上又は経過的小規模）
ユニット型

（定員３０人以上５０人以下）
ユニット型

（定員５１人以上又は経過的小規模）

①現行要件の緩和（0.9人配置要件） ②新設要件（0.6人配置要件）

最低基準に加えて配置する人員 ０．９人（現行維持）

（ユニット型の場合）０．６人（新規）

（従来型の場合）※人員基準緩和を適用する場合は併給調整

① 人員基準緩和を適用する場合０．８人（新規）
② ①を適用しない場合（利用者数25名以下の場合

等）０．６人（新規）
見守り機器の入所者に占める導入割合 １０％

（緩和：見直し前15％→見直し後10％）
１００％

その他の要件 安全かつ有効活用するための委員会の設置
（現行維持）

・夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること
・安全体制を確保していること（※）

※安全体制の確保の具体的な要件
①利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置
②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
③機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む）
④職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
⑤夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護】
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○ 介護老人福祉施設等の夜間の人員配置基準について、令和２年度に実施した介護ロボットの導入効果に関する
実証結果を踏まえつつ、職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮して、見守り機器やインカム等のICT
を導入する場合の従来型における夜間の人員配置基準を緩和する。【告示改正】

概要

○ 介護老人福祉施設（従来型）の夜間の人員配置基準の緩和にあたっては、利用者数の狭間で急激に職員人員体制
の変更が生じないよう配慮して、現行の配置人員数が２人以上に限り、１日あたりの配置人員数として、常勤換
算方式による配置要件に変更する。ただし、配置人員数は常時１人以上（利用者数が61人以上の場合は常時 ２
人以上）配置することとする。

（要件）
・施設内の全床に見守り機器を導入していること
・夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること
・安全体制を確保していること（※）

○ 見守り機器やICT導入後、上記の要件を少なくとも３か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、
夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会（具体的要件①）において、安全体制やケア
の質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

算定要件等

４．（２）② 見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和

⇒

現 行

配置
人員数

利用者数25以下 １人以上
利用者数26～60 ２人以上
利用者数61～80 ３人以上
利用者数81～100 ４人以上

利用者数101以上

４に、利用者の数が
100を超えて25又はそ
の端数を増すごとに１
を加えて得た数以上

見直し案

配置
人員数

利用者数25以下 １人以上
利用者数26～60 1.6人以上
利用者数61～80 2.4人以上
利用者数81～100 3.2人以上

利用者数101以上

3.2に、利用者の数が
100を超えて25又はそ
の端数を増すごとに0.8
を加えて得た数以上

※安全体制の確保の具体的な要件
①利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置
②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
③緊急時の体制整備（近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等）
④機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む）
⑤職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
⑥夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

※併設型短期入所生活介護（従来型）も同様の改定

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護★】
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○ 運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議等（利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものを除
く）について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、以下の見直しを行う。【省令改正、告示改正、通知改正】

・ 利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における
個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を
参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。

・ 利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活
用しての実施を認める。

概要

４．（２）④ 会議や多職種連携におけるICTの活用

【全サービス★】
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○ （介護予防）短期入所生活介護における看護職員の配置基準について、看護職員の確保が困難な状況がある中で、
地域において人材を有効活用しながら医療的ケアを行う体制の充実を図る観点から、見直しを行う。【省令改正、
通知改正】

概要

○ 看護職員の配置が必須ではない単独型及び併設型かつ定員19人以下の事業所について、看護職員を配置しなかっ
た場合であっても、医療的ケアの必要な利用者への対応の充実を図るため、利用者の状態像に応じて必要がある場
合には、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との密接かつ適切な連携により確保すること（当該
連携により、看護職員が必要に応じてサービス提供日ごとに利用者の健康状態の確認を行うこと、当該事業所へ駆
けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保すること）を求めることとする。

○ 看護職員の常勤１名以上の配置が求められている併設型かつ定員20人以上の事業所について、類型・定員により
必要とされる医療的ケアに差はないことを踏まえ、人材の有効活用を図る観点から、単独型及び併設型かつ定員19
人以下の事業所と同様の人員配置とする。

基準・算定要件等

４．（２）⑫ 看護職員の配置基準の見直し

現行 改定後

単独型・併設型共通 ・介護職員又は看護職員
常勤換算方法で、利用者の数が３又はその端数を増すごとに１人以上

単独型
併設型・定員19名以下

・配置規定なし ・看護職員を配置しなかった場合でも、利用者の状態像に応じて必要がある場合
には、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との密接かつ適切
な連携により確保すること。（当該連携により、看護職員が必要に応じてサービス
提供日ごとに利用者の健康状態の確認を行うこと、当該事業所へ駆けつけること
ができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保すること。）

併設型・定員20名以上 ・常勤で配置

【短期入所生活介護★】

38



① 利用者への説明・同意等に係る見直し

② 員数の記載や変更届出の明確化

③ 記録の保存等に係る見直し

④ 運営規程等の掲示に係る見直し

改定事項

４．（３）文書負担軽減や手続きの効率化による
介護現場の業務負担軽減の推進
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○ 利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、ケアプランや重
要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、以下の見直しを行う。【省令改正、通知改正】
ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする。
イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替手段を明示するととも

に、様式例から押印欄を削除する。

概要

４．（３）① 利用者への説明・同意等に係る見直し

【全サービス★】
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○ 介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、運営規程や重要事項説
明書に記載する従業員の「員数」について、「○○人以上」と記載することが可能であること及び運営規程にお
ける「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届出は年１回で足りることを明確化する。
【通知改正】

概要

４．（３）② 員数の記載や変更届出の明確化

【全サービス★】
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○ 介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、介護サービス事業者に
おける諸記録の保存、交付等について、適切な個人情報の取り扱いを求めた上で、電磁的な対応を原則認めるこ
ととし、その範囲を明確化する。【省令改正】

○ 記録の保存期間について、他の制度の取り扱いも参考としつつ、明確化を図る。

概要

４．（３）③ 記録の保存等に係る見直し

【全サービス★】
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○ 介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の向上を図る観点から、運営規程等の重要事項について、
事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能とする。【省令改正】

概要

４．（３）④ 運営規程等の掲示に係る見直し

【全サービス★】
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５．制度の安定性・持続可能性の確保

（１） 評価の適正化・重点化

（２） 報酬体系の簡素化

改定事項
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① 同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化

② 夜間対応型訪問介護の基本報酬の見直し

③ 訪問看護の機能強化

④ 長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化

⑤ 事業所医師が診療しない場合の減算（未実施減算）の強化

⑥ 居宅療養管理指導における通院が困難なものの取扱いの明確化

⑦ 居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し

⑧ 介護療養型医療施設の基本報酬の見直し

⑨ 介護医療院の移行定着支援加算の廃止

⑩ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）の廃止

⑪ 生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証

⑫ サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保

改定事項

５．（１）評価の適正化・重点化
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○ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。そ
の際、令和３年３月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、１年の経過措置期間を設け
ることとする。【告示改正】

概要

５．（１）⑩ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）の廃止

＜キャリアパス要件＞
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
＜職場環境等要件＞
〇 賃金改善を除く、職場環境等の改善

※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。

取
得
要
件

処
遇
改
善
加
算
の
区
分

取得率

加算（Ⅰ）
月額3.7万円相当

H29年度
＋１万円相当

加算（Ⅱ）
月額2.7万円相当

H27年度
＋1.2万円相当

加算（Ⅲ）
月額1.5万円相当 加算（Ⅳ）

加算（Ⅲ）×0.9 加算（Ⅴ）
加算（Ⅲ）×0.8

キャリアパス要件

いずれも
満たさない

①＋②＋③ ①＋② ① or ② ① or ②

＋ ＋ ＋ or

職場環境等要件

79.5％ 7.2％ 5.4％ 0.２％ 0.３％

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリ
テーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活
介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】

廃止
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６．その他

① 介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化

② 高齢者虐待防止の推進

③ 基準費用額の見直し

④ 地域区分

改定事項
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〇 全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再
発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。その際、３年
の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】

概要

６．② 高齢者虐待防止の推進

○ 運営基準（省令）に以下を規定
・ 入所者・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、

研修を実施する等の措置を講じなければならない旨を規定。

・ 運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加。

・ 虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない旨を規定。
ｰ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、

その結果について、従業者に周知徹底を図ること
ｰ 虐待の防止のための指針を整備すること
ｰ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
ｰ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

（※３年の経過措置期間を設ける。）

基準

【全サービス★】
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○ 介護保険施設における食費の基準費用額について、令和２年度介護事業経営実態調査結果から算出した介護保
険施設の食費の平均的な費用の額との差の状況を踏まえ、利用者負担への影響も勘案しつつ、必要な対応を行う。
【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞※令和３年８月施行
１，３９２円／日 ⇒ １，４４５円／日（＋５３円）

基準費用額（食費）（日額）

６．③ 基準費用額の見直し

負
担
軽
減
の
対
象
と
な
る
者

※ 平成28年８月以降は、非課税年金も含む。

利用者負担段階 主な対象者

第1段階
・生活保護受給者
・世帯（世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。）全員が市
町村民税非課税である老齢福祉年金受給者

かつ、預貯金
等が単身で
1,000万円
（夫婦で
2,000万円）
以下

第2段階
・世帯全員が市町村民税非課税であって、
年金収入金額（※）＋合計所得金額が80万円以下

第3段階 ・世帯全員が市町村民税非課税であって、第２段階該当者以外

第4段階
・世帯に課税者がいる者
・市町村民税本人課税者

負担限度額
（利用者負担）

補足給付 基
準
費
用
額

基準額
⇒食費・居住費の提供に必要な額
補足給付
⇒基準費用額から負担限度額を除いた額

基準費用額

（日額（月額））

負担限度額 （日額（月額））

第１段階 第２段階 第３段階

食費 1,392円 （4.2万円） 300円 （0.9万円） 390円 （1.2万円） 650円 （2.0万円）

《参考：現行の基準費用額（食費のみ）》

《参考：現行の仕組み》 ※ 利用者負担段階については、令和３年８月から見直し予定

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活
介護★、短期入所療養介護★】
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概要

６．④ 地域区分

【原則】公務員（国家・地方）の地域手当の設定に準拠する。
【特例】①又は②の場合は、隣接地域の地域区分のうち一番低い区分までの範囲で、見直すことを認める。【告示改正】

① 高い地域区分の地域に全て囲まれている場合
※ 低い級地に囲まれている場合の引き下げも可能

② 公務員の地域手当の設定がない(０％)地域であって、当該地域よりも高い地域区分の地域が複数隣接し
ており、かつ、その中に４級地以上の級地差がある地域が含まれている場合
※ 引き下げは、地域手当の設定がある地域も可能
※ 同一都道府県内で隣接する地域の状況に基づき判断

※ 平成27年度に設けられた経過措置（保険者の判断により、平成27年度～29年度の地域区分の設定値から最終的な設定値までの範囲内で
設定可能とするもの）は、令和５年度末まで延長

【①に該当する事例】

○特例
隣接地域の地域区分のうち、
一番低い区分までの範囲で
選択可能

→ ６％又は10％を選択可

３％

１０％１６％

１２％１２％

【②に該当する事例】

○特例
隣接地域の地域区分のうち、
一番低い区分までの範囲で
選択可能

→ ３％を選択可

(その他)

０％

３％
(４級地)

１２％

０％６％

４級地差
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※ この表に掲げる名称は、令和3年4月1日においてそれらの名称を有する市、町、村又は特別区の同日における区域によって示された地域
※ 赤字は、級地の変更がある市町村。（※なし：経過措置適用、※：完全囲まれルール適用、※※：4級地差ルール適用）
※ 括弧内は、現行（平成30年度から令和2年度までの間）の級地

（別紙）令和３年度から令和５年度までの間の地域区分の適用地域（案） 自治体 ： 1,741（R2.11.1現在）

上乗せ割合
地域 東京都 東京都 埼玉県 茨城県 茨城県 宮城県 東京都 大阪府 北海道 新潟県 愛知県 奈良県 その他の地域

特別区 町田市 さいたま市 牛久市 水戸市 仙台市 武蔵村山市 岸和田市 札幌市 新潟市 豊橋市 天理市
狛江市 千葉県 埼玉県 日立市 多賀城市(他) 羽村市 泉大津市 茨城県 富山県 一宮市 橿原市
多摩市 千葉市 朝霞市 龍ケ崎市 茨城県 ※ 瑞穂町(7) 貝塚市 結城市 富山市 半田市 桜井市

神奈川県 東京都 志木市(5) 取手市 土浦市 奥多摩町 泉佐野市 下妻市 石川県 豊川市 御所市
横浜市 八王子市 和光市(5) つくば市 古河市 ※ 檜原村(7) 富田林市 常総市 金沢市 蒲郡市 香芝市
川崎市 武蔵野市 千葉県 守谷市 利根町 神奈川県 河内長野市 笠間市 内灘町 犬山市 葛城市

大阪府 三鷹市 船橋市 埼玉県 栃木県 三浦市 和泉市 ひたちなか市 福井県 常滑市 宇陀市
大阪市 青梅市 成田市 新座市 宇都宮市 秦野市 柏原市 那珂市 福井市 江南市 山添村

府中市 習志野市 ふじみ野市 下野市 葉山町 羽曳野市 筑西市 山梨県 小牧市 平群町
調布市 浦安市 千葉県 野木町 大磯町 藤井寺市 坂東市 甲府市 新城市 三郷町
小金井市 東京都 市川市 群馬県 二宮町 泉南市 稲敷市 長野県 東海市 斑鳩町
小平市 立川市 松戸市 高崎市 清川村 大阪狭山市 つくばみらい市 長野市 大府市 安堵町
日野市 昭島市 佐倉市 埼玉県 岐阜県 阪南市 大洗町 松本市 知多市 川西町
東村山市(4) 東大和市 市原市 川越市 岐阜市 島本町 阿見町 塩尻市 尾張旭市 三宅町
国分寺市 神奈川県 八千代市 川口市 静岡県 豊能町 河内町 岐阜県 高浜市 田原本町
国立市 相模原市 四街道市 行田市 静岡市 能勢町 八千代町 大垣市 岩倉市 曽爾村
清瀬市(4) 藤沢市 印西市 所沢市 愛知県 忠岡町 五霞町 多治見市 田原市 明日香村

※ 東久留米市(5) 逗子市 ※ 栄町(6) 飯能市(7) 岡崎市 熊取町 境町 各務原市 大口町 上牧町
稲城市 厚木市 東京都 加須市 瀬戸市(7) 田尻町 栃木県 可児市 扶桑町 王寺町
西東京市 海老名市(5) 福生市(6) 東松山市 春日井市 岬町 栃木市 静岡県 阿久比町 広陵町

神奈川県 愛知県 あきる野市 春日部市 津島市 太子町 鹿沼市 浜松市 東浦町 河合町
鎌倉市 刈谷市(5) 日の出町 狭山市 碧南市 河南町 日光市 沼津市 幸田町 岡山県

愛知県 豊田市(5) 神奈川県 羽生市 安城市 千早赤阪村 小山市 三島市 設楽町 岡山市
名古屋市 大阪府 横須賀市 鴻巣市 西尾市 兵庫県 真岡市 富士宮市 東栄町 広島県

大阪府 豊中市 平塚市 上尾市 稲沢市 明石市 大田原市 島田市 豊根村 東広島市
守口市 池田市 小田原市 草加市 知立市 猪名川町 さくら市 富士市 三重県 廿日市市
大東市 吹田市 茅ヶ崎市 越谷市 豊明市 奈良県 壬生町 磐田市 名張市 海田町
門真市 高槻市 大和市 蕨市 日進市 奈良市 群馬県 焼津市 いなべ市 坂町
四條畷市 寝屋川市 伊勢原市 戸田市 愛西市 大和高田市 前橋市 掛川市 伊賀市 山口県

兵庫県 箕面市 座間市 入間市 清須市(7) 大和郡山市 伊勢崎市 藤枝市 木曽岬町 周南市
西宮市 兵庫県 綾瀬市 桶川市 北名古屋市 生駒市 太田市 御殿場市 東員町 徳島県
芦屋市 神戸市 寒川町 久喜市 弥富市 和歌山県 渋川市 袋井市 菰野町 徳島市
宝塚市 愛川町 北本市 あま市 和歌山市 玉村町 裾野市 朝日町 香川県

愛知県 八潮市 長久手市 橋本市 埼玉県 函南町 川越町 高松市
みよし市(6) 富士見市 東郷町 福岡県 熊谷市 清水町 滋賀県 福岡県

滋賀県 三郷市 大治町 大野城市 深谷市 長泉町 長浜市 北九州市
大津市 蓮田市 蟹江町 太宰府市 日高市 小山町 野洲市 飯塚市
草津市 坂戸市 豊山町(7) 福津市 毛呂山町 川根本町 湖南市 筑紫野市
栗東市(6) 幸手市 飛島村(7) 糸島市 越生町 森町 ※ 高島市(他) 古賀市

京都府 鶴ヶ島市 三重県 那珂川市 滑川町 東近江市 長崎県
京都市 吉川市 津市 粕屋町 川島町 ※ 日野町(他) 長崎市

大阪府 白岡市 四日市市 吉見町 京都府
堺市 伊奈町 桑名市 鳩山町 城陽市
枚方市 三芳町 鈴鹿市 寄居町 大山崎町
茨木市 宮代町 亀山市 千葉県 久御山町
八尾市 杉戸町 滋賀県 木更津市 兵庫県
松原市 松伏町 彦根市 東金市 姫路市
摂津市 千葉県 守山市 君津市 加古川市
高石市 野田市 甲賀市 富津市 三木市
東大阪市 茂原市 京都府 八街市 高砂市
交野市 柏市 宇治市 ※※ 富里市(他) 稲美町

兵庫県 流山市 亀岡市 山武市 播磨町
尼崎市 我孫子市 向日市 大網白里市
伊丹市 鎌ケ谷市 長岡京市 長柄町
川西市 袖ケ浦市 八幡市 長南町
三田市 白井市 京田辺市 神奈川県

広島県 酒々井町 木津川市 ※※ 山北町(他)
広島市 精華町 箱根町
府中町

福岡県
福岡市
春日市（6）

地域数 166（169）

７級地 その他
20% 16% 15% 12% 10% 6% 3% 0%

１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地

1303（1308）23 6 27（24） 25（22） 51（52） 140（137）
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各サービスの基本報酬
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単独型

短期入所生活介護 基本報酬

単独型・ユニット型

併設型

併設型・ユニット型

※単位数はすべて１日あたり

現行

⇒

改定後

要支援１ 466単位 474単位
要支援２ 579単位 589単位
要介護１ 627単位 638単位
要介護２ 695単位 707単位
要介護３ 765単位 778単位
要介護４ 833単位 847単位
要介護５ 900単位 916単位

現行

⇒

改定後

要支援１ 438単位 446単位
要支援２ 545単位 555単位
要介護１ 586単位 596単位
要介護２ 654単位 665単位
要介護３ 724単位 737単位
要介護４ 792単位 806単位
要介護５ 859単位 874単位

現行

⇒

改定後

要支援１ 545単位 555単位
要支援２ 662単位 674単位
要介護１ 725単位 738単位
要介護２ 792単位 806単位
要介護３ 866単位 881単位
要介護４ 933単位 949単位
要介護５ 1,000単位 1,017単位

現行

⇒

改定後

要支援１ 514単位 523単位
要支援２ 638単位 649単位
要介護１ 684単位 696単位
要介護２ 751単位 764単位
要介護３ 824単位 838単位
要介護４ 892単位 908単位
要介護５ 959単位 976単位

単位数
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○ 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和３年９月末
までの間、基本報酬に0.1％上乗せする。

概要

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
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